
会
派
の
構
成
人
数
に
よ
り
文
字
数
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

討
　
討
　    

論論

（3）　令和8年（2026年）2月15日 第215号  

市
内
小
・
中
学
校
体
育
館
へ
の

空
調
設
置
推
進
を
評
価
し
賛
成

あ
お
ぞ
ら
ひ
ま
わ
り
の
会（
星
野　

郁 

議
員
）

市
民
の
安
全
を
支
え
る
道
路
と

体
育
館
の
空
調
整
備
に
賛
成

自
由
民
主
党
座
間
市
議
団（
髙
波　

貴
志 

議
員
）

介
護
保
険
制
度
の
維
持
継
続
の
た
め
、
市
内
訪
問
介
護
事
業
所
へ
の

支
援
や
国
に
制
度
の
立
て
直
し
を
求
め
る
趣
旨
の
陳
情
に
賛
成

会
派
に
属
さ
な
い
議
員（
長
瀨　

未
紗 

議
員
）

今
後
の
計
画
実
行
に
期
待
し
賛
意

新
政
い
さ
ま（
大
矢　

新
一
郎 

議
員
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
に
反
対

日
本
共
産
党
座
間
市
議
団（
星
野　

久
美
子 

議
員
）

小
・
中
学
校
体
育
館
へ
の

空
調
設
備
の
早
期
設
置
を
求
め
、
賛
成

会
派
に
属
さ
な
い
議
員（
片
岡　

将
志 

議
員
）

座
間
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例　

規
則
へ
の
丸
投
げ
に
反
対

会
派
に
属
さ
な
い
議
員（
沖
永　

明
久 

議
員
）

座
間
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
反
対

会
派
に
属
さ
な
い
議
員（
安
海　

の
ぞ
み 

議
員
）

陳
情
者
が
行
っ
た
市
内
の
訪
問

及
び
通
所
介
護
事
業
所
へ
の
調
査

の
結
果
、
市
内
事
業
所
の
約
３
割

が
赤
字
の
経
営
状
態
で
あ
り
、
特

に
訪
問
介
護
事
業
所
で
は
半
数
が

座
間
南
林
間
線
道
路
改
良
事
業

は
、
鉄
道
事
業
者
と
の
協
議
を
要

す
る
区
間
を
含
む
こ
と
か
ら
、
十

分
な
検
討
と
調
整
が
必
要
な
事
業

で
す
。
令
和
７
年
度
に
締
結
さ
れ

た
基
本
協
定
に
基
づ
き
、
鉄
道
直

下
で
の
施
工
が
踏
切
に
与
え
る
影

響
や
安
全
対
策
に
つ
い
て
検
討
す

る
た
め
の
委
託
を
進
め
る
も
の
で

あ
り
、
関
係
機
関
と
の
協
議
を
継

続
す
る
た
め
の
今
回
の
繰
越
措
置

は
、
事
業
を
着
実
に
進
め
る
上
で

妥
当
な
対
応
と
考
え
ま
す
。
用
地

取
得
に
つ
い
て
も
、
買
収
率
は
７

割
を
超
え
着
実
に
進
捗
し
て
お
り
、

市
民
の
理
解
と
協
力
の
下
、
行
政

と
地
域
が
一
体
と
な
っ
て
事
業
が

進
め
ら
れ
て
い
る
点
を
評
価
し
ま

す
。
今
後
も
丁
寧
な
対
応
が
継
続

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
次

座
間
南
林
間
線
道
路
改
良
工
事

事
業
に
係
る
繰
越
明
許
費
は
、
国

庫
補
助
金
の
内
示
状
況
を
踏
ま
え
、

一
般
財
源
の
支
出
を
極
力
抑
制
し

つ
つ
、
事
業
を
継
続
す
る
た
め
の

財
政
運
営
上
の
判
断
で
す
。
用
地

取
得
が
着
実
に
進
捗
し
て
い
る
こ

と
や
、
鉄
道
事
業
者
と
の
協
議
も

慎
重
か
つ
継
続
的
に
進
め
て
い
る

こ
と
か
ら
、
事
業
を
止
め
る
こ
と

な
く
、
前
進
さ
せ
て
い
く
姿
勢
は

こ
の
補
正
予
算
は
、
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
金
制
度
に
向
け
た
シ

ス
テ
ム
改
修
費
で
す
。
子
ど
も
・

子
育
て
を
支
援
す
る
制
度
は
必
要

で
す
が
、
財
源
確
保
の
方
法
が
間

違
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
を
含
む
公
的

医
療
保
険
料
に
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
金
を
上
乗
せ
徴
収
す
る
こ
と

は
、
国
民
全
体
の
負
担
増
大
、
社

会
保
険
制
度
の
弱
体
化
、
後
期
高

齢
者
な
ど
弱
い
立
場
の
人
々
へ
の

議
案
第
62
号
の
一
般
会
計
補 

正
予
算
は
、
本
市
の
喫
緊
の
課
題

に
対
応
し
た
財
政
措
置
で
す
。
特

に
小
・
中
学
校
体
育
館
へ
の
空
調

設
備
の
設
置
は
、
熱
中
症
リ
ス
ク

本
条
例
案
は
、
本
文
に
は
一
般

原
則
の
み
を
記
し
、
基
準
の
具
体

的
内
容
は
規
則
に
委
任
し
て
い
ま

す
。
規
則
は
、
市
長
が
定
め
る
も

の
で
、
議
会
の
議
決
は
必
要
と
し

報
道
に
あ
っ
た
前
議
長
の
不
祥

事
は
、
一
議
員
の
問
題
で
は
な
く
、

座
間
市
議
会
全
体
の
最
重
要
課
題

と
捉
え
、
一
刻
も
早
く
議
会
と
し

て
の
説
明
責
任
を
果
た
し
、
再
発

小
学
校
施
設
整
備
事
業
費
及
び

中
学
校
施
設
整
備
事
業
費
に
係
る

補
正
予
算
は
、
市
内
小
・
中
学
校

の
体
育
館
に
空
調
設
備
を
設
置
す

る
た
め
の
準
備
を
進
め
る
も
の
で

す
。
設
置
の
対
象
と
な
る
の
は
、

ひ
ば
り
が
丘
小
学
校
、
相
模
が
丘

小
学
校
、
西
中
学
校
、
栗
原
中
学

校
、
南
中
学
校
の
５
校
で
あ
り
、

全
校
へ
の
空
調
設
置
は
令
和
10 

年
度
の
完
了
を
目
指
し
て
い
る
と

赤
字
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
高
齢

に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
し
続

け
ら
れ
る
よ
う
、
持
続
可
能
な
介

護
保
険
制
度
で
あ
る
た
め
に
、
こ

れ
ら
の
陳
情
に
賛
成
し
ま
す
。

に
、
学
校
体
育
館
へ
の
空
調
設
備

設
置
事
業
は
、
既
に
外
装
修
繕
や

屋
根
断
熱
化
が
完
了
し
て
い
る
施

設
か
ら
効
率
的
に
整
備
を
進
め
る

方
針
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
校

体
育
館
へ
の
空
調
設
備
設
置
は
、

児
童
・
生
徒
の
学
校
生
活
に
お
い

て
不
可
欠
な
環
境
整
備
と
な
っ
て

い
る
中
、
こ
れ
ま
で
判
断
が
先
送

り
に
さ
れ
て
き
た
市
長
及
び
当
局

の
姿
勢
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き 

ま
せ
ん
が
、
令
和
10
年
度
ま
で 

の
全
校
設
置
方
針
を
明
確
に
示
し
、

利
用
頻
度
の
高
い
中
学
校
体
育
館

か
ら
優
先
的
に
整
備
を
進
め
る
姿

勢
が
示
さ
れ
た
点
、
財
源
に
つ
い

て
、
市
の
実
質
負
担
を
比
較
し
た

上
で
、
よ
り
負
担
の
少
な
い
手
法

を
選
択
し
て
い
る
点
を
踏
ま
え
、

本
議
案
に
賛
成
し
ま
す
。

評
価
す
べ
き
も
の
で
す
。
引
き
続

き
、
地
権
者
へ
の
丁
寧
な
説
明
と

合
意
形
成
に
努
め
る
と
と
も
に
、

早
期
完
成
に
向
け
た
一
層
の
努
力 

を
求
め
、
賛
意
を
表
し
ま
す
。
次 

に
、
小
学
校
及
び
中
学
校
施
設
整

備
事
業
費
は
、
ひ
ば
り
が
丘
小
学 

校
、
相
模
が
丘
小
学
校
、
西
中
学 

校
、
栗
原
中
学
校
、
南
中
学
校
の

屋
内
運
動
場
へ
の
空
調
設
備
設
置

に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
児
童
・
生

不
当
な
負
担
転
嫁
で
す
。
大
企
業

減
税
と
大
資
産
家
優
遇
を
や
め
て
、

応
分
の
負
担
を
求
め
て
い
く
べ
き

で
あ
り
、
反
対
し
ま
す
。

の
軽
減
と
学
習
環
境
の
充
実
を
図

り
、本
市
が
掲
げ
る
「
共
に
学
び
、

健
や
か
に
育
つ
ま
ち
づ
く
り
」
を

前
進
さ
せ
る
重
要
な
投
資
で
す
。

早
期
の
実
施
を
求
め
賛
成
し
ま
す
。

ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
執

行
機
関
の
裁
量
に
よ
り
基
準
を
定

め
る
こ
と
と
な
り
、
地
方
自
治
を

形
骸
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、

認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

防
止
と
信
頼
回
復
に
向
け
、
議
員

一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ま
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
志
表
示
と
し

て
も
、
本
条
例
改
正
を
安
易
に
受

け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

の
こ
と
で
し
た
。
児
童
及
び
生
徒

の
学
習
環
境
の
改
善
や
、
災
害
時

に
お
け
る
避
難
所
と
し
て
の
機
能

向
上
に
資
す
る
事
業
と
し
て
大
い

に
評
価
し
、
賛
意
を
表
し
ま
す
。

市
民
生
活
を
支
え
る
補
正
予
算
と

通
園
支
援
制
度
に
賛
意

座
間
市
公
明
党（
鈴
木　
一 

寿 

議
員
）

議
案
第
62
号
は
、
障
が
い
者 

自
立
支
援
給
付
等
事
業
費
や
保
育

所
等
給
付
費
の
増
額
、
小
・
中
学

校
体
育
館
空
調
設
備
設
置
準
備
な

ど
、
市
民
の
生
活
基
盤
を
支
え
る

た
め
の
補
正
予
算
で
あ
り
、
総
括

質
疑
で
は
、
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ

ス
利
用
の
増
加
が
全
国
的
な
傾
向

で
あ
る
こ
と
、
本
市
と
し
て
必
要

な
支
援
体
制
を
維
持
す
る
た
め
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
体

育
館
へ
の
空
調
設
備
の
設
置
は
、

近
年
の
猛
暑
対
策
、
災
害
時
に
は

避
難
所
と
し
て
の
機
能
を
高
め
る

重
要
な
取
組
で
す
。
ま
た
、
行
政

事
務
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
伴
う
シ
ス

テ
ム
拡
充
は
、
現
場
業
務
の
円
滑

な
遂
行
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
、

将
来
的
な
運
用
コ
ス
ト
抑
制
や
業

務
の
効
率
化
に
つ
な
が
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
増
額
は

妥
当
と
判
断
し
、
本
補
正
予
算
に

賛
意
を
表
し
ま
す
。
そ
し
て
、
議 

案
第
68
号
の
座
間
市
乳
児
等
通 

園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
に
つ

い
て
は
、
多
様
な
利
用
ニ
ー
ズ
へ

の
配
慮
な
ど
今
後
の
制
度
運
用
の

土
台
と
し
て
適
切
に
機
能
す
る
と

と
も
に
、
必
要
な
改
善
や
充
実
が

図
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
、

賛
成
し
ま
す
。

間
市
議
団
）、
片
岡
将
志
（
会
派
に

属
さ
な
い
議
員
）、長
瀨
未
紗
（
会 

派
に
属
さ
な
い
議
員
）、
沖
永
明
久

（
会
派
に
属
さ
な
い
議
員
）

討
論
（
12
月
22
日
）

星
野
郁
（
あ
お
ぞ
ら
ひ
ま
わ
り 

の
会
）、
鈴
木
一
寿
（
座
間
市
公
明

党
）、
長
瀨
未
紗
（
会
派
に
属
さ
な

い
議
員
）、
髙
波
貴
志
（
自
由
民
主 

党
座
間
市
議
団
）、
大
矢
新
一
郎

（
新
政
い
さ
ま
）、
片
岡
将
志
（
会 

派
に
属
さ
な
い
議
員
）、
沖
永
明
久

（
会
派
に
属
さ
な
い
議
員
）、
安
海 

の
ぞ
み（
会
派
に
属
さ
な
い
議
員
）、

星
野
久
美
子
（
日
本
共
産
党
座
間

市
議
団
）

徒
の
教
育
環
境
及
び
健
康
面
へ
の

配
慮
と
し
て
意
義
の
あ
る
事
業
で

あ
り
、
災
害
時
の
避
難
所
で
あ
る

当
該
施
設
に
設
置
す
る
こ
と
は
、

学
校
教
育
及
び
災
害
対
策
の
視
点

か
ら
も
評
価
に
値
し
ま
す
。
未
設

置
校
へ
の
今
後
の
計
画
は
、
段
階

的
で
も
、
確
実
に
教
育
環
境
の
改

善
を
進
め
て
い
く
姿
勢
が
示
さ
れ

た
こ
と
に
賛
意
を
表
し
ま
す
。

　

請
願
・
陳
情
は
い
つ
で
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。提
出

さ
れ
た
請
願・陳
情
は
年
４

回
開
催
さ
れ
る
定
例
会
に

お
い
て
審
査
さ
れ
ま
す
。

　

請
願・陳
情
の
記
入
例
は

市
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、提
出
の
際
に
ご
不

明
な
点
や
定
例
会
ご
と
の

締
切
日
は
、議
会
事
務
局
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎
0
4
6（
2
5
2
）８
８
７
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請
願
・
陳
情
の

提
出
に
つ
い
て


